
定住自立圏の形成に関する協定書

むつ市・大間町



定住自立圏の形成に関する協定書

むつ市（以下「甲」という。）と大間町（以下「乙」という。）は、定住自立圏

の形成に関し、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、中心市宣言（定住自立圏構想推進要綱（平成２０年１２月

２６日総行応第３９号総務事務次官通知）第４に規定するものをいう。以下同

じ。）を行った甲と、甲が行った中心市宣言に賛同した乙が、連携を図りながら、

圏域に必要な都市機能及び生活機能を確保し、魅力にあふれ、安心して暮らすこ

とができる定住自立圏を形成することを目的とする。

（基本方針）

第２条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、次条に規定する政策分

野において相互に役割を分担し、連携して取り組むものとする。

（連携する取組の内容及び役割）

第３条 甲及び乙が連携して取り組む政策分野は次のとおりとし、連携する取組の

内容並びに当該取組における甲及び乙の役割は別表第１から別表第３までに定め

るとおりとする。

⑴ 生活機能の強化に係る政策分野（別表第１）

⑵ 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野（別表第２）

⑶ 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野（別表第３）

（事務執行に当たっての連携及び費用負担）

第４条 甲及び乙は、別表第１から別表第３までに定める取組を推進するため、相

互に役割を分担して連携し、事務の執行に当たるものとする。

２ 甲及び乙は、別表第１から別表第３までに定める取組を推進するため、これら

の表に規定するもののほか、必要な費用が生じるときは、相互の受益の程度を勘

案し、当該費用を負担するものとする。

３ 第１項の規定により必要となる手続又は人員の確保に係る負担並びに別表第１

から別表第３まで及び前項に規定する費用の負担については、甲及び乙が協議し

て別に定めるものとする。

（協定の変更）

第５条 甲及び乙は、この協定の内容を変更しようとするときは、協議してこれを



定めるものとする。この場合において、甲及び乙は、あらかじめ議会の議決を経

るものとする。

（協定の廃止）

第６条 甲又は乙は、この協定を廃止しようとするときは、あらかじめ議会の議決

を経て、その旨を他方に通告するものとする。

２ 前項の規定による通告は、書面によって行い、議会の議決書の写しを添付する

ものとする。

３ この協定は、第１項の規定による通告があった日から起算して２年を経過した

日にその効力を失う。ただし、この協定の効力を失う日を甲乙同意して別に定め

たときは、この限りでない。

（疑義の解決）

第７条 この協定に定めのない事項又はこの協定の規定に関し疑義が生じたときは、

甲及び乙が協議して定めるものとする。

本協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、

各自その１通を保有する。



別表第１（第３条関係）

生活機能の強化に係る政策分野

１ 医療

（１）診療体制の充実

取組の内容 診療体制の充実を図るため、中核病院を中心とした公立病院及び診療所

の医師確保に取り組む。

甲の役割 乙と連携し、医師の派遣を行う。

乙の役割 甲と連携し、医師の派遣を受けるとともに、派遣に必要な経費を負担す

る。

（２）医療環境の充実

取組の内容 中核病院を中心とした公立病院及び診療所の連携強化を図るため、病院

事業の共同運営をはじめとした各種事業に取り組む。

甲の役割 乙とともに一部事務組合を組織し、病院事業の共同運営をはじめとした

各種事業に必要な経費を負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲とともに一部事務組合を組織し、病院事業の共同運営をはじめとした

各種事業に必要な経費を負担する。

（３）初期救急医療体制の充実

取組の内容 初期救急医療体制の充実を図るため、むつ市内の民間医療機関が実施す

る休日夜間診療体制の維持及び確保に取り組む。

甲の役割 休日夜間診療体制を維持し、運営に必要な経費を負担する。

乙の役割 甲が行う休日夜間診療体制の維持を支援するとともに、必要に応じて経

費を負担する。

２ 福祉

（１）介護福祉の充実

取組の内容 介護保険法に規定する要介護認定及び要支援認定に関する審査の公平性

及び効率性の確保を図るため、介護認定審査会の共同設置及び運営をは

じめとした各種事業に取り組む。



甲の役割 介護認定審査会を乙と共同で設置し、運営をはじめとした各種事業に必

要な経費を負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 介護認定審査会を甲と共同で設置し、運営をはじめとした各種事業に必

要な経費を負担する。

（２）障がい福祉の充実

取組の内容 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定す

る障害支援区分に関する審査の公平性及び効率性の確保を図るため、障

害支援区分認定審査会の共同設置及び運営をはじめとした各種事業に取

り組む。

甲の役割 障害支援区分認定審査会を乙と共同で設置し、運営をはじめとした各種

事業に必要な経費を負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 障害支援区分認定審査会を甲と共同で設置し、運営をはじめとした各種

事業に必要な経費を負担する。

（３）障がい児支援体制の充実

取組の内容 障がい児支援の充実を図るため、障害児入所施設の共同設置及び運営を

はじめとした各種事業に取り組む。

甲の役割 乙とともに一部事務組合を組織し、障害児入所施設の共同設置及び運営

をはじめとした各種事業に必要な経費を負担するとともに中心的な役割

を担う。

乙の役割 甲とともに一部事務組合を組織し、障害児入所施設の共同設置及び運営

をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

３ 教育

（１）教育水準の向上及び教育相談の充実

取組の内容 教育水準の向上及び教育相談の充実を図るため、教育研修施設の共同設

置及び運営をはじめとした各種事業に取り組む。

甲の役割 教育研修施設を乙と共同で設置し、運営をはじめとした各種事業に必要

な経費を負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 教育研修施設を甲と共同で設置し、運営をはじめとした各種事業に必要

な経費を負担する。



（２）視聴覚教育環境の充実

取組の内容 視聴覚教育環境の充実を図るため、視聴覚ライブラリーの共同設置及び

運営をはじめとした各種事業に取り組む。

甲の役割 視聴覚ライブラリーを乙と共同で設置し、運営をはじめとした各種事業

に必要な経費を負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 視聴覚ライブラリーを甲と共同で設置し、運営をはじめとした各種事業

に必要な経費を負担する。

４ 観光振興

広域観光体制の充実

取組の内容 観光資源の魅力をいかした広域観光体制の充実を図るため、観光ＰＲ等

の各種事業に取り組む。

甲の役割 観光事業の推進に関する団体を乙と共同で設置し、運営をはじめとした

各種事業に必要な経費を負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 観光事業の推進に関する団体を甲と共同で設置し、運営をはじめとした

各種事業に必要な経費を負担する。

５ 消防

消防及び救急体制の充実

取組の内容 消防及び救急の迅速性及び的確性の確保を図るため、消防本部の共同設

置及び運営をはじめとした各種事業に取り組む。

甲の役割 乙とともに一部事務組合を組織し、消防本部の共同設置及び運営をはじ

めとした各種事業に必要な経費を負担するとともに中心的な役割を担

う。

乙の役割 甲とともに一部事務組合を組織し、消防本部の共同設置及び運営をはじ

めとした各種事業に必要な経費を負担する。

６ 環境

（１）一般廃棄物等処理体制の充実

取組の内容 一般廃棄物等の処理の効率化を図るため、一般廃棄物等処理施設の共同

設置及び運営をはじめとした各種事業に取り組む。



甲の役割 乙とともに一部事務組合を組織し、一般廃棄物等処理施設の共同設置及

び運営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担するとともに中心的

な役割を担う。

乙の役割 甲とともに一部事務組合を組織し、一般廃棄物等処理施設の共同設置及

び運営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

（２）し尿及び浄化槽汚泥等処理体制の充実

取組の内容 し尿及び浄化槽汚泥等処理の効率化を図るため、し尿及び浄化槽汚泥等

処理施設の共同設置及び運営をはじめとした各種事業に取り組む。

甲の役割 乙とともに一部事務組合を組織し、し尿及び浄化槽汚泥等処理施設の共

同設置及び運営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担するととも

に中心的な役割を担う。

乙の役割 甲とともに一部事務組合を組織し、し尿及び浄化槽汚泥等処理施設の共

同設置及び運営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

７ その他

（１）芸術文化の向上及び交流の場の提供

取組の内容 芸術文化の向上及び交流の場の提供を図るため、複合文化施設の共同設

置及び運営をはじめとした各種事業に取り組む。

甲の役割 乙とともに一部事務組合を組織し、複合文化施設の共同設置及び運営を

はじめとした各種事業に必要な経費を負担するとともに中心的な役割を

担う。

乙の役割 甲とともに一部事務組合を組織し、複合文化施設の共同設置及び運営を

はじめとした各種事業について、必要に応じて経費を負担する。

（２）消費生活の安全及び安心の確保

取組の内容 消費生活相談窓口の利便性の向上を図るため、消費生活センターの共同

設置及び運営をはじめとした各種事業に取り組む。

甲の役割 消費生活センターを乙と共同で設置し、運営をはじめとした各種事業に

必要な経費を負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 消費生活センターを甲と共同で設置し、運営をはじめとした各種事業に

必要な経費を負担する。



（３）豊かな農林業環境の維持（ニホンザル被害対策）

取組の内容 ニホンザルによる農作物被害等の防止を図るため、ニホンザル被害対策

に向けた各種事業に取り組む。

甲の役割 被害対策事業の推進に関する団体を乙と共同で設置し、運営をはじめと

した各種事業に必要な経費を負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 被害対策事業の推進に関する団体を甲と共同で設置し、運営をはじめと

した各種事業に必要な経費を負担する。

（４）豊かな農林業環境の維持（有害鳥獣等被害対策）

取組の内容 有害鳥獣等による農作物被害等の防止を図るため、有害鳥獣等被害防止

対策に向けた各種事業に取り組む。

甲の役割 乙と連携し、必要な対策を行い、実施に必要な経費を負担するとともに

中心的な役割を担う。

乙の役割 甲と連携し、必要な対策を行い、実施に必要な経費を負担する。



別表第２（第３条関係）

結びつきやネットワークの強化に係る政策分野

地域公共交通

生活交通手段の維持及び確保

取組の内容 生活交通手段の維持及び確保を図るため、公共交通機関の利用促進等の

各種事業に取り組む。

甲の役割 公共交通事業の推進に関する団体を乙と共同で設置し、運営をはじめと

した各種事業に必要な経費を負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 公共交通事業の推進に関する団体を甲と共同で設置し、運営をはじめと

した各種事業に必要な経費を負担する。



別表第３（第３条関係）

圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野

圏域市町村の職員等の交流

市町村職員の育成

取組の内容 市町村職員の資質向上を図るため、合同研修等の各種事業に取り組む。

甲の役割 合同で実施することで効果が期待できる研修事業等を企画及び実施し、

実施に必要な経費を負担する。

乙の役割 甲が実施する研修事業等に参加するとともに、必要に応じて経費を負担

する。


